
都道府県単位保険料率の算定に係る基礎データ

○ 医療給付費に関する都道府県単位保険料率の算定（年齢調整及び所得

調整を含む）に当たっては、下記の基礎データが必要となる。

○ 都道府県支部別や年齢階級別の数値については、平成22年度の実績

データを集計したものを基礎として、これに東日本大震災の影響（加入者

構成及び平均報酬の変化）を考慮して補正した上で、全国計の平成24年

度の見込み値との比率を乗じて算出している。

注．医療給付費については、国庫補助金及び特別の事情に係る額（原子爆弾被爆者に係る医療費、療

養担当手当に係る額及び水俣病患者に係る医療費）を控除している。

・ 都道府県支部別・年齢階級別加入者数

・ 都道府県支部別医療給付費

・ 年齢階級別加入者１人当たり医療給付費

・ 都道府県支部別総報酬額
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○ 平成24年度の都道府県単位保険料率の算定においては、健康保険法施

行規則第135条の7に基づき、平成22年度の都道府県支部ごとの収支決

算における収支差について精算する必要がある。なお、平成24年度の実

績が確定した後は、都道府県支部ごとの収支決算において収支差を計算

し、当該額を平成26年度の都道府県単位保険料率の算定の際に精算す

ることとなる。
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○ 都道府県支部別・年齢階級別 加入者数（平成24年度見込み）

合計 0～ 4歳 5～ 9 10～14 15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～74

全 国 349,530 19,424 19,563 20,385 21,071 23,934 27,199 30,205 34,318 30,225 26,114 25,362 26,569 28,762 10,517 5,882
1 北 海 道 17,234 824 868 930 1,022 1,132 1,216 1,396 1,630 1,477 1,347 1,342 1,512 1,657 609 273
2 青 森 4,211 203 233 268 287 271 302 343 382 357 345 356 353 321 112 79
3 岩 手 3,976 203 222 248 266 265 281 316 347 315 310 339 353 315 112 84
4 宮 城 6,356 351 354 367 376 439 512 574 595 499 447 486 529 528 184 115
5 秋 田 3,389 156 173 195 221 212 233 269 280 261 265 313 326 296 103 86
6 山 形 3,831 200 215 233 257 267 280 316 323 293 292 337 347 296 98 79
7 福 島 6,142 331 354 384 416 454 480 511 530 463 453 510 530 463 151 112
8 茨 城 5,934 325 334 351 367 416 476 528 576 517 433 440 464 450 161 98
9 栃 木 4,842 267 276 274 282 342 394 436 484 402 342 360 384 386 133 80

10 群 馬 5,619 310 327 344 350 374 414 468 553 495 408 397 437 463 177 101
11 埼 玉 10,463 567 597 619 631 686 759 877 1,085 1,003 799 709 752 840 348 189
12 千 葉 7,209 379 390 402 411 481 545 607 728 672 545 502 539 623 253 133
13 東 京 35,588 1,811 1,693 1,699 1,764 2,297 3,104 3,519 3,817 3,331 2,771 2,404 2,536 3,105 1,175 561
14 神 奈 川 12,125 649 661 671 668 747 889 1,050 1,287 1,183 957 829 857 1,042 420 212
15 新 潟 8,063 424 445 492 532 543 566 655 732 667 608 646 702 673 219 158
16 富 山 4,010 212 235 242 242 256 277 331 410 349 295 291 319 366 121 64
17 石 川 4,264 246 254 262 259 292 315 359 432 365 306 301 319 365 123 66
18 福 井 2,940 164 172 182 190 212 212 234 271 239 218 227 235 244 85 54
19 山 梨 2,370 127 136 145 157 164 172 188 219 207 184 177 181 188 76 49
20 長 野 6,218 347 368 386 393 420 434 502 596 533 463 462 484 518 198 112
21 岐 阜 7,027 403 430 454 460 477 488 556 680 620 540 516 523 549 204 126
22 静 岡 9,426 515 532 555 569 634 703 784 918 831 717 702 725 775 297 171
23 愛 知 22,026 1,295 1,275 1,317 1,322 1,563 1,786 1,948 2,292 2,008 1,661 1,473 1,463 1,640 631 353
24 三 重 4,808 266 272 291 308 343 367 396 461 417 376 361 352 377 137 85
25 滋 賀 3,377 199 201 201 202 245 268 296 330 282 242 238 242 273 100 57
26 京 都 8,470 478 466 476 477 598 701 767 877 752 624 556 564 700 279 154
27 大 阪 30,224 1,751 1,705 1,749 1,725 2,063 2,448 2,726 3,198 2,790 2,249 1,917 1,967 2,438 972 527
28 兵 庫 13,867 775 776 822 834 982 1,091 1,183 1,382 1,214 1,047 968 989 1,156 428 221
29 奈 良 3,000 173 177 177 181 213 229 254 294 259 221 203 207 247 102 63
30 和 歌 山 2,877 157 167 188 194 197 207 225 279 267 235 212 202 215 81 51
31 鳥 取 1,972 107 114 119 129 138 149 163 176 149 146 161 175 164 51 32
32 島 根 2,667 153 158 168 177 185 189 215 237 203 188 213 230 234 73 46
33 岡 山 7,073 413 422 434 434 512 571 606 698 584 494 493 509 581 211 111
34 広 島 10,091 589 584 605 620 695 762 849 1,019 871 720 719 762 854 297 143
35 山 口 4,219 226 229 247 263 275 306 339 393 346 295 322 360 415 139 64
36 徳 島 2,623 144 144 149 158 186 213 228 247 209 191 194 213 222 75 51
37 香 川 3,703 209 215 224 223 259 275 312 365 305 262 269 289 326 108 59
38 愛 媛 5,194 302 302 316 333 380 411 443 495 421 383 399 401 402 130 77
39 高 知 2,530 137 146 159 162 160 184 213 252 211 189 192 198 209 75 43
40 福 岡 17,528 1,049 989 1,006 1,039 1,247 1,464 1,579 1,687 1,419 1,217 1,257 1,358 1,457 496 264
41 佐 賀 2,909 175 175 186 198 207 226 235 243 214 207 228 246 235 80 52
42 長 崎 4,539 256 262 286 314 320 336 356 390 356 348 385 396 354 109 71
43 熊 本 5,810 353 343 355 378 416 477 488 501 442 431 466 489 439 141 92
44 大 分 4,105 233 234 247 258 280 310 339 373 322 288 320 344 361 125 70
45 宮 崎 3,835 238 235 244 258 266 292 318 336 287 275 313 330 298 93 52
46 鹿 児 島 5,931 368 358 367 405 432 470 487 481 433 435 511 539 440 134 71
47 沖 縄 4,916 363 345 350 357 390 416 419 442 384 343 347 341 262 87 71
・ 各支部の年齢階級別加入者数の平成22年度実績を基礎として、これに東日本大震災の影響（加入者構成の変化）を考慮して補正した上で、全国計の加入者数の平成24年度見込みとの

比率を乗じて算出。
・ 数値は、年間の平均値。

（百人）
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○ 都道府県支部別 医療給付費（平成24年度見込み）

（百万円）

1 北 海 道 207,029 25 滋 賀 35,282

2 青 森 45,321 26 京 都 89,461

3 岩 手 41,858 27 大 阪 337,125

4 宮 城 68,982 28 兵 庫 149,021

5 秋 田 39,131 29 奈 良 33,014

6 山 形 40,178 30 和 歌 山 30,982

7 福 島 64,004 31 鳥 取 20,937

8 茨 城 59,143 32 島 根 29,111

9 栃 木 49,581 33 岡 山 78,585

10 群 馬 58,399 34 広 島 110,609

11 埼 玉 106,516 35 山 口 47,711

12 千 葉 74,586 36 徳 島 30,071

13 東 京 370,537 37 香 川 42,641

14 神 奈 川 129,608 38 愛 媛 55,180

15 新 潟 81,817 39 高 知 28,152

16 富 山 41,161 40 福 岡 201,840

17 石 川 46,660 41 佐 賀 34,363

18 福 井 31,997 42 長 崎 50,151

19 山 梨 24,573 43 熊 本 64,174

20 長 野 60,278 44 大 分 46,940

21 岐 阜 74,525 45 宮 崎 40,666

22 静 岡 95,478 46 鹿 児 島 63,409

23 愛 知 225,345 47 沖 縄 49,329

24 三 重 49,713 全 国 計 3,755,173

・ 各支部の医療給付費の平成22年度実績を基礎として、これに東日本大震災の影響（加入

者構成の変化）を考慮して補正した上で、全国計の医療給付費の平成24年度見込みとの

比率を乗じて算出。

・ 医療給付費については、療養の給付のほか、療養費、移送費を含み、国庫補助金、特別

の事情に係る額を控除している。
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○ 年齢階級別 加入者一人当たり医療給付費（平成24年度見込み）

（円）

計 107,435

0～ 4歳 167,203

5～ 9 77,301

10～14 51,290

15～19 44,070

20～24 46,314

25～29 57,529

30～34 65,258

35～39 69,100

40～44 78,278

45～49 98,217

50～54 125,062

55～59 160,102

60～64 208,779

65～69 277,324

70～74 429,086

・ 全国計の年齢階級別加入者一人当たり医療給付費の平成22年度実績を基礎として、これ

に東日本大震災の影響（加入者構成の変化）を考慮して補正した上で、全国計の加入者

一人当たり医療給付費の平成24年度見込みとの比率を乗じて算出。

・ 医療給付費には、療養の給付のほか、療養費、移送費を含み、国庫補助金、特別の事情

・ に係る額を控除している。
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○ 都道府県支部別 総報酬額（平成24年度見込み）

（百万円）

1 北 海 道 3,209,639 25 滋 賀 688,828

2 青 森 705,628 26 京 都 1,775,710

3 岩 手 674,262 27 大 阪 6,397,465

4 宮 城 1,163,680 28 兵 庫 2,865,211

5 秋 田 574,149 29 奈 良 566,880

6 山 形 691,951 30 和 歌 山 538,158

7 福 島 1,097,801 31 鳥 取 355,072

8 茨 城 1,236,085 32 島 根 496,526

9 栃 木 989,294 33 岡 山 1,392,743

10 群 馬 1,115,089 34 広 島 2,021,116

11 埼 玉 2,219,728 35 山 口 837,633

12 千 葉 1,537,157 36 徳 島 494,569

13 東 京 8,698,645 37 香 川 722,062

14 神 奈 川 2,792,968 38 愛 媛 972,738

15 新 潟 1,533,766 39 高 知 478,312

16 富 山 849,020 40 福 岡 3,379,710

17 石 川 871,734 41 佐 賀 513,529

18 福 井 599,491 42 長 崎 806,524

19 山 梨 471,871 43 熊 本 1,042,986

20 長 野 1,224,556 44 大 分 739,206

21 岐 阜 1,408,730 45 宮 崎 665,977

22 静 岡 2,007,229 46 鹿 児 島 1,038,302

23 愛 知 4,799,531 47 沖 縄 730,873

24 三 重 989,600 全 国 計 70,981,735

・ 各支部の総報酬額の平成22年度実績を基礎として、これに東日本大震災の影響（加入者構成

及び平均報酬の変化）を考慮して補正した上で、全国計の総報酬額の平成24年度見込みとの

比率を乗じて算出。

・ 平成24年度見込みに予定保険料納付率約0.987を乗じている。
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【支出】
（百万円）

法第160条第3項第1号経費

・ 医療給付費（国庫補助を除く） 3,755,173

法第160条第3項第2号経費

・ 現金給付費等（国庫補助、日雇拠出金を除く） 357,880

・ 拠出金等（国庫補助を除く） 2,883,315

・前期高齢者納付金 1,146,333

・後期高齢者支援金 1,421,387

・退職者給付拠出金 315,521

・老人保健拠出金 73

・病床転換支援金 0

法第160条第3項第3号経費

・ 協会業務経費・一般管理費（国庫補助を除く） 126,305

・ 貸付金 2,309

・ 雑支出 2,415

* 事務経費・雑支出（国） 15,313

7,142,711

【収入】

保険料収入

・ 保険料収入（一般分） 7,099,919

その他収入

・ 貸付金返済収入 2,309

・ 雑収入 13,524

0

* 日雇特例被保険者保険料収入 3,159

* 雑収入等（国） 0

23,799

7,142,711

（注）・ * については、国の予算において計上されるもの。

（注）・第１号経費の医療給付費は、特別の事情に係る額の控除後のものであり、当該控除額は
（注）・第２号経費の現金給付費等に含まれている。

（注）・第３号経費及びその他収入において、平成22年度の都道府県支部ごとの収支決算におけ
（注）・る収支差の精算分は含まれていない。また、第３号経費の業務経費には、支部ごとの特別
（注）・計上分は含まれていない。

都道府県単位保険料率の算定に係る基礎データについて（平成24年度見込み）

合 計

・ 出産育児一時金に係る国庫補助

・ 準備金取崩し

合 計
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共通料率等

共通料率（A＋B－C） 4.71 %

A.第2号都道府県単位保険料率 4.57 %

B.第3号都道府県単位保険料率 0.21 %

C.収入等の率 0.06 %

第1号平均保険料率 5.29 %

（注）・ 共通料率（B)の第3号都道府県単位保険料率及び共通料率
（C)の収入等の率には、平成22年度の都道府県支部ごとの
収支決算における収支差の精算分は含まれていない。ま
た、共通料率（B)の第3号都道府県単位保険料率には、支
部ごとの特別計上分は含まれていない。
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都道府県支部別 平成22年度の収支差

（百万円）

1 北 海 道 213 25 滋 賀 7

2 青 森 21 26 京 都 ▲ 48

3 岩 手 69 27 大 阪 218

4 宮 城 ▲ 76 28 兵 庫 311

5 秋 田 48 29 奈 良 ▲ 20

6 山 形 ▲ 103 30 和 歌 山 60

7 福 島 43 31 鳥 取 23

8 茨 城 ▲ 41 32 島 根 15

9 栃 木 46 33 岡 山 13

10 群 馬 ▲ 59 34 広 島 91

11 埼 玉 ▲ 119 35 山 口 51

12 千 葉 63 36 徳 島 2

13 東 京 ▲ 406 37 香 川 15

14 神 奈 川 ▲ 75 38 愛 媛 ▲ 126

15 新 潟 17 39 高 知 41

16 富 山 54 40 福 岡 ▲ 206

17 石 川 ▲ 12 41 佐 賀 ▲ 77

18 福 井 ▲ 59 42 長 崎 ▲ 47

19 山 梨 3 43 熊 本 ▲ 88

20 長 野 ▲ 14 44 大 分 ▲ 40

21 岐 阜 42 45 宮 崎 ▲ 31

22 静 岡 43 46 鹿 児 島 14

23 愛 知 94 47 沖 縄 ▲ 145

24 三 重 176 全 国 計 0

○平成24年度の都道府県単位保険料率の算定においては、健康保
険法施行規則第135条の7に基づき、平成22年度の都道府県支部
ごとの収支決算における収支差について精算する必要がある。当
該収支差は、プラスの場合は収入の「その他収入」に加算し、マイ
ナスの場合は絶対値の額を支出の「第３号経費」に加算する。
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（単位：千円）

01 北 海 道 0 0 556 556

02 青 森 0 0 0 0

03 岩 手 0 1,392 0 1,392

04 宮 城 0 2,803 1,804 4,607

05 秋 田 0 5,446 0 5,446

06 山 形 2,565 0 0 2,565

07 福 島 1,772 3,209 0 4,981

08 茨 城 0 0 0 0

09 栃 木 0 1,138 0 1,138

10 群 馬 0 3,242 0 3,242

11 埼 玉 0 0 0 0

12 千 葉 0 0 0 0

13 東 京 0 33,947 2,940 36,887

14 神 奈 川 0 2,887 0 2,887

15 新 潟 240 6,045 0 6,285

16 富 山 0 0 0 0

17 石 川 0 0 0 0

18 福 井 0 4,774 0 4,774

19 山 梨 304 2,002 175 2,481

20 長 野 0 1,194 0 1,194

21 岐 阜 0 0 0 0

22 静 岡 0 855 0 855

23 愛 知 0 19,660 0 19,660

24 三 重 0 0 526 526

25 滋 賀 0 0 0 0

26 京 都 0 5,355 0 5,355

27 大 阪 0 0 2,715 2,715

28 兵 庫 0 0 0 0

29 奈 良 0 2,359 0 2,359

30 和 歌 山 0 0 0 0

31 鳥 取 0 491 0 491

32 島 根 0 0 2,019 2,019

33 岡 山 0 0 0 0

34 広 島 0 497 2,958 3,455

35 山 口 0 256 218 474

36 徳 島 0 0 0 0

37 香 川 0 0 0 0

38 愛 媛 0 3,300 2,700 6,000

39 高 知 0 0 0 0

40 福 岡 0 0 0 0

41 佐 賀 0 0 0 0

42 長 崎 0 0 0 0

43 熊 本 0 0 0 0

44 大 分 2,328 505 1,053 3,886

45 宮 崎 952 9,442 192 10,586

46 鹿 児 島 0 22,185 1,068 23,253

47 沖 縄 6,805 10,660 0 17,465

14,966 143,644 18,924 177,534合 計

平成24年度 業務経費に係る特別計上分経費

その他の保健事業
支部独自の

サービス向上の取組み
（広報経費含む）

医療費適正化 計
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（単位：％）

（ａ） （ａ＋ｂ） （ａ＋ｂ＋4.71） （ｃ） （ｃ＋α）

全 国 計 5.29 - - 5.29 10.00 10.00 10.00

1 北 海 道 6.45 ▲ 0.19 ▲ 0.48 5.78 10.49 10.12 10.12

2 青 森 6.42 0.01 ▲ 1.12 5.31 10.02 10.01 10.00

3 岩 手 6.21 ▲ 0.12 ▲ 1.05 5.04 9.75 9.94 9.93

4 宮 城 5.93 ▲ 0.05 ▲ 0.58 5.30 10.01 10.00 10.01

5 秋 田 6.82 ▲ 0.36 ▲ 1.05 5.41 10.12 10.03 10.02

6 山 形 5.81 ▲ 0.07 ▲ 0.66 5.08 9.79 9.95 9.96

7 福 島 5.83 0.04 ▲ 0.72 5.15 9.86 9.97 9.96

8 茨 城 4.78 0.08 0.13 4.99 9.71 9.93 9.93

9 栃 木 5.01 0.04 0.03 5.08 9.80 9.95 9.95

10 群 馬 5.24 ▲ 0.04 ▲ 0.12 5.08 9.79 9.95 9.95

11 埼 玉 4.80 ▲ 0.01 0.23 5.01 9.72 9.93 9.94

12 千 葉 4.85 ▲ 0.09 0.25 5.02 9.73 9.93 9.93

13 東 京 4.26 ▲ 0.01 0.89 5.15 9.86 9.97 9.97

14 神 奈 川 4.64 ▲ 0.06 0.63 5.21 9.92 9.98 9.98

15 新 潟 5.33 ▲ 0.08 ▲ 0.36 4.89 9.60 9.90 9.90

16 富 山 4.85 ▲ 0.06 0.22 5.01 9.72 9.93 9.93

17 石 川 5.35 0.02 0.04 5.41 10.12 10.03 10.03

18 福 井 5.34 ▲ 0.04 0.02 5.32 10.03 10.01 10.02

19 山 梨 5.21 ▲ 0.06 ▲ 0.11 5.04 9.75 9.94 9.94

20 長 野 4.92 ▲ 0.06 ▲ 0.17 4.70 9.41 9.85 9.85

21 岐 阜 5.29 0.01 ▲ 0.07 5.24 9.95 9.99 9.99

22 静 岡 4.76 ▲ 0.05 0.24 4.96 9.67 9.92 9.92

23 愛 知 4.70 0.12 0.36 5.17 9.89 9.97 9.97

24 三 重 5.02 0.04 0.07 5.13 9.84 9.96 9.94

25 滋 賀 5.12 0.03 0.02 5.18 9.89 9.97 9.97

26 京 都 5.04 0.00 0.17 5.21 9.92 9.98 9.98

27 大 阪 5.27 0.04 0.21 5.52 10.23 10.06 10.06

28 兵 庫 5.20 0.03 0.09 5.32 10.03 10.01 10.00

29 奈 良 5.82 ▲ 0.08 ▲ 0.39 5.35 10.06 10.02 10.02

30 和 歌 山 5.76 0.09 ▲ 0.45 5.39 10.10 10.03 10.02

31 鳥 取 5.90 ▲ 0.01 ▲ 0.68 5.21 9.92 9.98 9.98

32 島 根 5.86 ▲ 0.08 ▲ 0.48 5.30 10.02 10.01 10.00

33 岡 山 5.64 0.05 ▲ 0.17 5.53 10.24 10.06 10.06

34 広 島 5.47 0.04 ▲ 0.07 5.44 10.15 10.04 10.03

35 山 口 5.70 ▲ 0.15 ▲ 0.12 5.42 10.13 10.04 10.03

36 徳 島 6.08 ▲ 0.06 ▲ 0.41 5.61 10.32 10.08 10.08

37 香 川 5.91 ▲ 0.02 ▲ 0.22 5.66 10.37 10.10 10.09

38 愛 媛 5.67 0.12 ▲ 0.45 5.34 10.06 10.02 10.03

39 高 知 5.89 ▲ 0.01 ▲ 0.39 5.48 10.19 10.05 10.04

40 福 岡 5.97 0.03 ▲ 0.28 5.73 10.44 10.11 10.12

41 佐 賀 6.69 ▲ 0.04 ▲ 0.79 5.86 10.57 10.14 10.16

42 長 崎 6.22 0.05 ▲ 0.76 5.51 10.22 10.06 10.06

43 熊 本 6.15 0.07 ▲ 0.69 5.52 10.24 10.06 10.07

44 大 分 6.35 ▲ 0.10 ▲ 0.68 5.57 10.28 10.07 10.08

45 宮 崎 6.11 0.08 ▲ 0.90 5.29 10.00 10.00 10.01

46 鹿 児 島 6.11 0.12 ▲ 0.85 5.38 10.10 10.03 10.03

47 沖 縄 6.75 0.50 ▲ 1.94 5.31 10.02 10.01 10.03

（注）・

・

・

・

所要保険料率は、医療給付費についての調整後の所要保険料率に、傷病手当金等の現金給付費（0.50％）、後期高齢者支援金等（4.06％）、保
健事業費等（0.21％）、その他収入（▲0.06％）の合計の保険料率4.71％を全国一律に加算したもの。
特別の事情による額（原爆医療費、療養担当手当及び水俣病医療費）は、医療給付費から控除されており、全国一律の保険料率に反映。

保険料率（ｃ）は、激変緩和措置として、当該支部の医療給付費についての所要保険料率の全国計との差が10分の2.5となるよう調整した上で、全
国一律の保険料率4.71％を加算したもの。
保険料率（ｃ＋α）は、保険料率（ｃ）には含まれていない、平成22年度の都道府県支部ごとの収支決算における収支差の精算分及び支部ごとの
特別計上分を含めて算定した最終的な保険料率。

都道府県単位保険料率の算定について（平成24年度見込み）

医療給付費に
ついての調整前の
所要保険料率

調整（ｂ） 医療給付費に
ついての調整後の
所要保険料率

所要保険料率
保険料率

（激変緩和措置後）
（精算・特別計上除く）

保険料率
(激変緩和措置後)

（精算・特別計上含む）

年齢調整 所得調整
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